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令和５年第３回（６月招集） 

袖ケ浦市議会定例会議案 
No.１ 

議案番号 件 名 等 関係部等 

議案 

第１号 

袖ケ浦市税条例の一部を改正する条例の制定について 

（主な内容） 

 地方税法等の一部を改正する法律が公布され、個人市民税

について森林環境税の導入に伴い賦課徴収に係る規定を加え

ること及び固定資産税について長寿命化に資する一定の大規

模修繕工事が行われたマンションに係る課税標準の特例措置

を講ずることとしたことなどに伴い、条例の一部を改正しよ

うとするものである。 

施行日 公布の日 ほか 

財政部 

議案 

第２号 

袖ケ浦市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

（主な内容） 

 地方税法施行令の一部が改正され、国民健康保険税に係る

課税限度額及び軽減措置の対象となる世帯の判定所得基準が

引上げられたことから、条例の一部を改正しようとするもの

である。 

施行日 公布の日 

市民子育て 

部 

議案 

第３号 

袖ケ浦市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について 

（主な内容） 

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業

務に関する法律の一部が改正され、スマートフォンに記録さ

れた電子証明書を用いた多機能端末機による印鑑登録証明書

の申請に係る規定等が整備されたことに伴い、条例の一部を

改正しようとするものである。 

施行日 公布の日 

市民子育て 

部 

議案 

第４号 

袖ケ浦市福祉作業所の設置及び管理に関する条例等の一部を

改正する条例の制定について 

（主な内容） 

 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する

法律の施行により、関連法令等について所要の整備が行われ

たことに伴い、条文の整理を行うため、関係する条例の一部

を改正するものである。 

施行日 公布の日 

福祉部 

市民子育て 

部 
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No.２ 

議案番号 件    名    等 関係部等 

議案 

第５号 

袖ケ浦市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

 （主な内容） 

 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具

等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の

一部が改正され、電気を動力源とする自動車等で使用する急

速充電設備の全出力の上限が撤廃されたことなどに伴い、条

例の一部を改正しようとするものである。 

 施行日 公布の日 ほか 

消防本部 

議案 

第６号 

令和５年度袖ケ浦市一般会計補正予算（第３号） 

 （主な内容） 

財政部 

補正後 予算額 補正前 予算額 予算額の増減 

２８５億 

５千９３０万２千円 

２８３億 

５千９万３千円 

２億 

９２０万９千円 

議案 

第７号 

農業委員会委員の任命について 

（主な内容） 

 袖ケ浦市農業委員会委員 小倉哲也氏が令和４年５月９日

をもって辞任したため、新たに赤佐享亮氏を任命することに

ついて、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定によ

り、議会の同意を求めるものである。 

環境経済部 

農業委員会

事務局 

報告 

第１号 

市が出資又は債務を負担している法人の経営状況について 

 （主な内容） 

 地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、市が出資

又は債務を負担している法人の経営状況について報告する。 

 対象法人：袖ケ浦市土地開発公社 

総務部 

報告 

第２号 

令和４年度袖ケ浦市一般会計予算の継続費繰越計算書につい

て 

 （主な内容） 

 地方自治法施行令第１４５条第１項の規定により、令和４

年度袖ケ浦市一般会計予算において設定した継続費について

継続費繰越計算書を調製したので、これを報告する。 

財政部 

報告 

第３号 

令和４年度袖ケ浦市一般会計予算の繰越明許費繰越計算書に

ついて 

 （主な内容） 

 地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、令和４

年度袖ケ浦市一般会計予算において設定した繰越明許費につ

いて繰越明許費繰越計算書を調製したので、これを報告する。 

財政部 

報告 

第４号 

令和４年度袖ケ浦市一般会計予算の事故繰越し繰越計算書に

ついて 

 （主な内容） 

 地方自治法施行令第１５０条第３項の規定により、事故繰

越し繰越計算書を調製したので、これを報告する。 

財政部 
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No.３ 

議案番号 件    名    等 関係部等 

報告 

第５号 

令和４年度袖ケ浦市下水道事業会計予算の繰越について 

 （主な内容） 

 令和４年度袖ケ浦市下水道事業会計予算について、地方公

営企業法第２６条第１項の規定により、別紙のとおり翌年度

に繰り越したので、同条第３項の規定により報告する。 

都市建設部 
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袖ケ浦市税条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） （配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） 

第３４条の９ （略） 第３４条の９ （略） 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除する

ことができなかった金額があるときは、当該控除することができなかっ

た金額は、令第４８条の９の３から第４８条の９の６までに定めるとこ

ろにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかった金

額を還付し、又は当該控除することができなかった金額のうち法第３１

４条の９第２項後段に規定する還付をすべき金額により当該納税義務者

の前項の申告書に係る年度分の個人の県民税、個人の市民税若しくは森

林環境税を納付し、若しくは納入し、若しくは当該納税義務者の未納に

係る徴収金を納付し、若しくは納入する。 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除する

ことができなかった金額があるときは、当該控除することができなかっ

た金額は、令第４８条の９の３から第４８条の９の６までに定めるとこ

ろにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかった金

額を還付し、又は＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿当該納税義務者

の同項の申告書に係る年度分の個人の県民税若しくは市民税に充当し＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿、若しくは当該納税義務者の未納に

係る徴収金に充当する＿＿＿＿＿＿＿＿。 

３ （略） ３ （略） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） 

第３６条の３の２ （略） 第３６条の３の２ （略） 

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を給与支払

者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がそ

の年の前年において当該給与支払者を経由して提出した前項又は法第３

１７条の３の２第１項の規定による申告書（その者が当該前年の中途に

おいて次項の規定による申告書を当該給与支払者を経由して提出した場

合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書）に記載し

た事項と異動がないときは、給与所得者は、施行規則で定めるところに

より、前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定により記載すべき事

項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第３１７条の３の２
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第１項の規定による申告書を提出することができる。 

３ 第１項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を提出し

た給与所得者で市内に住所を有するものは、その年の中途において当該

申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、第１項又は法第

３１７条の３の２第１項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に

給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、

その異動の内容その他施行規則で定める事項を記載した申告書を、当該

給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。 

２ 前項＿又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を提出し

た給与所得者で市内に住所を有するものは、その年の中途において当該

申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、前項＿又は法第

３１７条の３の２第１項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に

給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、

その異動の内容その他施行規則で定める事項を記載した申告書を、当該

給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。 

４ 第１項及び前項の場合において、これらの規定による申告書がその提

出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、そ

の受理された日に市長に提出されたものとみなす。 

３ 前２項＿＿＿＿の場合において、これらの規定による申告書がその提

出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、そ

の受理された日に市長に提出されたものとみなす。 

５ 給与所得者は、第１項及び第３項の規定による申告書の提出の際に経

由すべき給与支払者が令第４８条の９の７の２において準用する令第８

条の２の２に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところ

により、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告

書に記載すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法そ

の他の情報通信の技術を利用する方法であって施行規則で定めるものを

いう。次条第４項及び第５３条の９第３項において同じ。）により提供

することができる。 

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定による申告書の提出の際に経

由すべき給与支払者が令第４８条の９の７の２において準用する令第８

条の２の２に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところ

により、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告

書に記載すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法そ

の他の情報通信の技術を利用する方法であって施行規則で定めるものを

いう。次条第４項及び第５３条の９第３項において同じ。）により提供

することができる。 

６ 前項の規定の適用がある場合における第４項の規定の適用について

は、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、

「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受け

たとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。 

５ 前項の規定の適用がある場合における第３項の規定の適用について

は、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、

「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受け

たとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。 

（個人の市民税の徴収の方法等） （個人の市民税の徴収の方法＿） 

第３８条 個人の市民税は、第４４条、第４７条の２第１項、第４７条の

５又は第５３条の５の規定により＿特別徴収の方法による場合を除くほ

第３８条 個人の市民税は、第４４条、第４７条の２第１項、第４７条の

５又は第５３条の５の規定によって特別徴収の方法による場合を除くほ
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か、普通徴収の方法により＿徴収する。 か、普通徴収の方法によって徴収する。 

２ （略） ２ （略） 

３ 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収する場

合に併せて賦課し、及び徴収する。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（個人の市民税の納税通知書） （個人の市民税の納税通知書） 

第４１条 個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当

該年度分の個人の市民税額、個人の県民税額及び森林環境税額の合算額

（第４７条第１項又は第４７条の６第１項の規定により＿徴収する場合

にあっては特別徴収の方法により＿徴収されないことになった金額に相

当する税額）を前条第１項の納期（第４７条第１項又は第４７条の６第

１項の規定により＿徴収する場合にあっては特別徴収の方法により＿徴

収されないこととなった日以後に到来する納期）の数で除して得た額と

する。 

第４１条 個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当

該年度分の個人の市民税額及び＿＿県民税額の合算額＿＿＿＿＿＿＿＿

（第４７条第１項又は第４７条の６第１項の規定によって徴収する場合

にあっては特別徴収の方法によって徴収されないことになった金額に相

当する税額）を前条第１項の納期（第４７条第１項又は第４７条の６第

１項の規定によって徴収する場合にあっては特別徴収の方法によって徴

収されないこととなった日以後に到来する納期）の数で除して得た額と

する。 

（給与所得に係る個人の市民税の特別徴収） （給与所得に係る個人の市民税の特別徴収） 

第４４条 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年

中において給与の支払を受けた者であり、かつ、同日において給与の支

払を受けている者（次の各号に掲げる者のうち特別徴収の方法により＿

徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条に

おいて「給与所得者」という。）である場合には＿＿＿、当該納税義務

者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額（これと併せて賦課

徴収を行う森林環境税額を含む。次項及び第５項において同じ。）の合

算額を特別徴収の方法により＿徴収する。 

第４４条 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年

中において給与の支払を受けた者であり、かつ、同日において給与の支

払を受けている者（次の各号に掲げる者のうち特別徴収の方法によって

徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条に

おいて「給与所得者」という。）である場合においては、当該納税義務

者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の合

算額を特別徴収の方法によって徴収する。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

２ 前項の納税義務者について、当該納税義務者の前年中の所得に給与所

得以外の所得がある場合には＿＿＿、当該給与所得以外の所得に係る所

得割額を同項の規定により＿特別徴収の方法により＿徴収すべき給与所

２ 前項の納税義務者について、当該納税義務者の前年中の所得に給与所

得以外の所得がある場合においては、当該給与所得以外の所得に係る所

得割額を同項の規定によって特別徴収の方法によって徴収すべき給与所
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得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によ

り＿徴収することができる。ただし、第３６条の２第１項の申告書に給

与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法により＿徴収された

い旨の記載があるときは、この限りでない。 

得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によ

って徴収することができる。ただし、第３６条の２第１項の申告書に給

与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収された

い旨の記載があるときは、この限りでない。 

３ 前項本文の規定により＿給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得

割額を特別徴収の方法により＿徴収することとなった後において、当該

給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部

を特別徴収の方法により＿徴収することが適当でないと認められる特別

の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得

割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨

の申出があった場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市

長は、当該特別徴収の方法により＿徴収すべき給与所得以外の所得に係

る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普

通徴収の方法により徴収するものとする。 

３ 前項本文の規定によって給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得

割額を特別徴収の方法によって徴収することとなった後において、当該

給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部

を特別徴収の方法によって徴収することが適当でないと認められる特別

の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得

割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨

の申出があった場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市

長は、当該特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得以外の所得に係

る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普

通徴収の方法により徴収するものとする。 

４ （略） ４ （略） 

５ 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の

初日の翌日から翌年の４月３０日までの間において異動を生じた場合に

おいて、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払を

する者となった者（所得税法第１８３条の規定により＿給与の支払をす

る際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項におい

て同じ。）を通じて、当該異動により＿従前の給与の支払をする者から

給与の支払を受けなくなった日の属する月の翌月の１０日（その支払を

受けなくなった日が翌年の４月中である場合には、同月３０日）まで

に、第１項の規定により特別徴収の方法により＿徴収されるべき前年中

の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額（既に特別徴収の方法

により＿徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額）を特

５ 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の

初日の翌日から翌年の４月３０日までの間において異動を生じた場合に

おいて、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払を

する者となった者（所得税法第１８３条の規定によって給与の支払をす

る際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項におい

て同じ。）を通じて、当該異動によって従前の給与の支払をする者から

給与の支払を受けなくなった日の属する月の翌月の１０日（その支払を

受けなくなった日が翌年の４月中である場合には、同月３０日）まで

に、第１項の規定により特別徴収の方法によって徴収されるべき前年中

の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額（既に特別徴収の方法

によって徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額）を特
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別徴収の方法により＿徴収されたい旨の申出をしたときは、当該合算額

を特別徴収の方法により＿徴収するものとする。ただし、当該申出が翌

年の４月中にあった場合において、特別徴収の方法により＿徴収するこ

とが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。 

別徴収の方法によって徴収されたい旨の申出をしたときは、当該合算額

を特別徴収の方法によって徴収するものとする。ただし、当該申出が翌

年の４月中にあった場合において、特別徴収の方法によって徴収するこ

とが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。 

６ 特別徴収の方法により＿個人の市民税を徴収される納税義務者が当該

年度の初日の属する年の６月１日から１２月３１日までの間において給

与の支払を受けないこととなり、かつ、その事由が発生した日の属する

月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法により＿徴収されたい旨の当該

納税義務者からの申出があった場合及び当該納税義務者が翌年の１月１

日から４月３０日までの間において給与の支払を受けないこととなった

場合には、その者に対してその年の５月３１日までの間に支払われるべ

き給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるもの

があるときに限り、当該月割額の全額（同日までに当該給与又は退職手

当等の全部又は一部の支払がされないこととなったときにあっては、同

日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することがで

きる額）を特別徴収の方法により＿徴収する。 

６ 特別徴収の方法によって個人の市民税を徴収される納税義務者が当該

年度の初日の属する年の６月１日から１２月３１日までの間において給

与の支払を受けないこととなり、かつ、その事由が発生した日の属する

月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によって徴収されたい旨の当該

納税義務者からの申出があった場合及び当該納税義務者が翌年の１月１

日から４月３０日までの間において給与の支払を受けないこととなった

場合には、その者に対してその年の５月３１日までの間に支払われるべ

き給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるもの

があるときに限り、当該月割額の全額（同日までに当該給与又は退職手

当等の全部又は一部の支払がされないこととなったときにあっては、同

日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することがで

きる額）を特別徴収の方法によって徴収する。 

（給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ） （給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ） 

第４７条 個人の市民税の納税者が給与の支払を受けなくなったこと等に

より給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法により＿徴収されな

いこととなった場合には＿＿＿、特別徴収の方法により＿徴収されない

こととなった金額に相当する税額は、特別徴収の方法により＿徴収され

ないこととなった日以後において到来する第４０条第１項の納期がある

場合には＿＿＿そのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同

項の納期がない場合には＿＿＿直ちに、普通徴収の方法により＿徴収す

るものとする。 

第４７条 個人の市民税の納税者が給与の支払を受けなくなったこと等に

より給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴収されな

いこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されない

こととなった金額に相当する税額は、特別徴収の方法によって徴収され

ないこととなった日以後において到来する第４０条第１項の納期がある

場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同

項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収す

るものとする。 

２ 法第３２１条の６第１項の通知により＿変更された給与所得に係る特 ２ 法第３２１条の６第１項の通知によって変更された給与所得に係る特
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別徴収税額に係る個人の市民税の納税者について、既に特別徴収義務者

から市に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収

すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合（徴収すべき給与所得

に係る特別徴収税額がない場合を含む。）において当該納税者の未納に

係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第１７条

の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなし

て、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用することができるもの

とし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該納税者の未納に係る徴

収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。 

別徴収税額に係る個人の市民税の納税者について、既に特別徴収義務者

から市に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収

すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合（徴収すべき給与所得

に係る特別徴収税額がない場合を含む。）において当該納税者の未納に

係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第１７条

の２の規定によって＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿当該納税者の未納に係る徴

収金に充当する＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

（公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収） （公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収） 

第４７条の２ 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の

前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日におい

て老齢等年金給付（法第３２１条の７の２第１項の老齢等年金給付をい

う。以下この節において同じ。）の支払を受けている年齢６５歳以上の

者（特別徴収の方法により徴収することが 著しく困難であると認めら

れるものとして次に掲げるものを除く。以下この節において「特別徴収

対象年金所得者」という。）である場合には＿＿＿、当該納税義務者の

前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額（これと併

せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この条及び第４７条の５

において同じ。）の合算額（当該納税義務者に係る均等割額を第４４条

第１項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合には ＿＿＿、

公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び第４７条の５に

おいて同じ。）の２分の１に相当する額（以下この節において「年金所

得に係る特別徴収税額」という。）を当該年度の初日の属する年の１０

月１日から翌年の３月３１日までの間に支払われる老齢等年金給付から

当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法により徴収する。＿ 

第４７条の２ 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の

前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日におい

て老齢等年金給付（法第３２１条の７の２第１項の老齢等年金給付をい

う。以下この節において同じ。）の支払を受けている年齢６５歳以上の

者（特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると認めら

れるものとして次に掲げるものを除く。以下この節において「特別徴収

対象年金所得者」という。）である場合においては、当該納税義務者の

前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿ の合算額（当該納税義務者に係る均等割額を第４４条

第１項の規定により特別徴収の方法によって徴収する場合においては、

公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び第４７条の５に

おいて同じ。）の２分の１に相当する額（以下この節において「年金所

得に係る特別徴収税額」という。）を当該年度の初日の属する年の１０

月１日から翌年の３月３１日までの間に支払われる老齢等年金給付から

当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法によって徴収する。 
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(1) （略） (1) （略） 

(2) 特別徴収の方法により＿徴収することとした場合には当該年度に

おいて当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる

者 

(2) 特別徴収の方法によって徴収することとした場合には当該年度に

おいて当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる

者 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、特別徴収の方法によって徴収するこ

とが著しく困難であると市長が認める者 

２ 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税のうち当

該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得

割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した

額を第４０条第１項の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年

の９月３０日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法により＿

徴収する。 

２ 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税のうち当

該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得

割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した

額を第４０条第１項の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年

の９月３０日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法によって

徴収する。 

（年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ） （年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ） 

第４７条の６ 法第３２１条の７の７第１項又は第３項（これらの規定を

法第３２１条の７の８第３項において読み替えて準用する場合を含

む。）の規定により特別徴収の方法により＿徴収されないこととなった

金額に相当する税額は、その特別徴収の方法により＿徴収されないこと

となった日以後において到来する第４０条第１項の納期がある場合には

＿＿＿そのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期

がない場合には＿＿＿直ちに、普通徴収の方法により＿徴収するものと

する。 

第４７条の６ 法第３２１条の７の７第１項又は第３項（これらの規定を

法第３２１条の７の８第３項において読み替えて準用する場合を含

む。）の規定により特別徴収の方法によって徴収されないこととなった

金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によって徴収されないこと

となった日以後において到来する第４０条第１項の納期がある場合にお

いてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期

がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収するものと

する。 

２ 法第３２１条の７の７第３項（法第３２１条の７の８第３項において

読み替えて準用する場合を含む。）の規定により年金所得に係る特別徴

収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法により＿徴

収されないこととなった特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴

収義務者から市に納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得

２ 法第３２１条の７の７第３項（法第３２１条の７の８第３項において

読み替えて準用する場合を含む。）の規定により年金所得に係る特別徴

収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴

収されないこととなった特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴

収義務者から市に納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得
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に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年

金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える

場合（徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特

別徴収税額がない場合を含む。）において当該特別徴収対象年金所得者

の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法

第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過誤納金と

みなして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用することができ

るものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該特別徴収対象年

金所得者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したも

のとみなす。 

に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年

金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える

場合（徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特

別徴収税額がない場合を含む。）において当該特別徴収対象年金所得者

の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法

第１７条の２の規定によって＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿当該特別徴収対象年

金所得者の未納に係る徴収金に充当する＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿。 

（種別割の税率） （種別割の税率） 

第８２条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は、

１台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第８２条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は、

１台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 原動機付自転車 (1) 原動機付自転車 

ア～ウ （略） ア～ウ （略） 

エ ３輪以上のもの（車室を備えず、かつ、輪距（２以上の輪距を有

するものにあっては、その輪距のうち最大のもの）が０．５メート

ル以下であるもの、＿側面が構造上開放されている車室を備え、か

つ、輪距が０．５メートル以下の３輪のもの及び道路運送車両の保

安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）第１条第１項第１３号の６

に規定する特定小型原動機付自転車を除く。）で、総排気量が０．

０２リットルを超えるもの又は定格出力が０．２５キロワットを超

えるもの 年額 ３，７００円 

エ ３輪以上のもの（車室を備えず、かつ、輪距（２以上の輪距を有

するものにあっては、その輪距のうち最大のもの）が０．５メート

ル以下であるもの及び側面が構造上開放されている車室を備え、か

つ、輪距が０．５メートル以下の３輪のもの＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿を除く。）で、総排気量が０．

０２リットルを超えるもの又は定格出力が０．２５キロワットを超

えるもの 年額 ３，７００円 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

附 則 附 則 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 
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第１０条の２ （略） 第１０条の２ （略） 

２～１６ （略） ２～１６ （略） 

１７ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する市町村の条例で定める割

合は３分の１とする。 

 

 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする

者がすべき申告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする

者がすべき申告） 

第１０条の３ （略） 第１０条の３ （略） 

２～１０ （略） ２～１０ （略） 

１１ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マンションに係る区

分所有に係る家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、

当該特定マンションに係る同項に規定する工事が完了した日から３月以

内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１６項

各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個

人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称） 

 

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積  

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日  

(4) 当該工事が完了した年月日  

(5) 当該工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出する

場合には、３月以内に提出することができなかった理由 

 

１２ （略） １１ （略） 

１３ （略） １２ （略） 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

第１５条の３の２ （略） 第１５条の３の２ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 
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４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性

能割の額は、同項の不足額に、これに１００分の３５の割合を乗じて計

算した金額を加算した金額とする。 

４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性

能割の額は、同項の不足額に、これに１００分の１０の割合を乗じて計

算した金額を加算した金額とする。 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第１６条の２ （略） 第１６条の２ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割

の額は、同項の不足額に、これに１００分の３５の割合を乗じて計算し

た金額を加算した金額とする。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割

の額は、同項の不足額に、これに１００分の１０の割合を乗じて計算し

た金額を加算した金額とする。 
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袖ケ浦市国民健康保険税条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

（課税額） （課税額） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項の

世帯主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割

額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が２２

０，０００円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、

２２０，０００円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項の

世帯主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割

額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が２０

０，０００円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、

２００，０００円とする。 

４ （略） ４ （略） 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第２３条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課

する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及び

イに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が６５０，０００

円を超える場合には、６５０，０００円）、同条第３項本文の後期高齢

者支援金等課税額からウに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が２２０，０００円を超える場合には、２２０，０００円）並びに

同条第４項本文の介護納付金課税額からエに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が１７０，０００円を超える場合には、１７０，

０００円）の合算額とする。 

第２３条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課

する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及び

イに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が６５０，０００

円を超える場合には、６５０，０００円）、同条第３項本文の後期高齢

者支援金等課税額からウに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が２００，０００円を超える場合には、２００，０００円）並びに

同条第４項本文の介護納付金課税額からエに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が１７０，０００円を超える場合には、１７０，

０００円）の合算額とする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額

の合算額が、４３０，０００円（納税義務者並びにその世帯に属する

国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等

(2) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額

の合算額が、４３０，０００円（納税義務者並びにその世帯に属する

国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等
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の数が２以上の場合にあっては、４３０，０００円に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき２９０，０

００円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当

する者を除く。） 

の数が２以上の場合にあっては、４３０，０００円に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき２８５，０

００円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当

する者を除く。） 

ア～エ （略） ア～エ （略） 

(3) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額

の合算額が、４３０，０００円（納税義務者並びにその世帯に属する

国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあっては、４３０，０００円に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき５３５，０

００円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該

当する者を除く。） 

(3) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額

の合算額が、４３０，０００円（納税義務者並びにその世帯に属する

国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあっては、４３０，０００円に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき５２０，０

００円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該

当する者を除く。） 

ア～エ （略） ア～エ （略） 

２ （略） ２ （略） 

（特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例） （特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

第２３条の２ 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に

属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象

被保険者等（法第７０３条の５の２第２項に規定する特例対象被保険者

等をいう。第２４条の２第１項において同じ。）である場合における第

３条及び前条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「規定す

る総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額（第２３条の２に規定

する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合に

おいては、当該給与所得については、所得税法第２８条第２項の規定に

よって計算した金額の１００分の３０に相当する金額によるものとす

第２３条の２ 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に

属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象

被保険者等（法第７０３条の５の２第２項に規定する特例対象被保険者

等をいう。第２４条の２＿＿＿において同じ。）である場合における第

３条及び前条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「規定す

る総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額（第２３条の２に規定

する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合に

おいては、当該給与所得については、所得税法第２８条第２項の規定に

よって計算した金額の１００分の３０に相当する金額によるものとす

-19-



る。次項において同じ。）」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１

４条の２第２項」と、前条第１項第１号中「総所得金額及び」とあるの

は「総所得金額（次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給

与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得

税法第２８条第２項の規定によって計算した金額の１００分の３０に相

当する金額によるものとする。次号及び第３号において同じ。）及び」

とする。 

る。次項において同じ。）」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１

４条の２第２項」と、前条第１項第１号中「総所得金額及び」とあるの

は「総所得金額（次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給

与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得

税法第２８条第２項の規定によって計算した金額の１００分の３０に相

当する金額によるものとする。次号及び第３号において同じ。）及び」

とする。 

（特例対象被保険者等に係る申告） （特例対象被保険者等に係る申告） 

第２４条の２ （略） 第２４条の２ （略） 

２ 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格

者証（雇用保険法施行規則（昭和５０年労働省令第３号）第１７条の２

第１項第１号に規定するものをいう。）又は雇用保険受給資格通知（同

令第１９条第３項に規定するものをいう。）の提出を求められた場合に

は、これらを提示しなければならない。 

２ 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格

者証（雇用保険法施行規則（昭和５０年労働省令第３号）第１７条の２

第１項第１号に規定するものをいう。）その他の特例対象被保険者等で

あることの事実を証明する書類      の提出を求められた場合に

は、これらを提示しなければならない。 

附 則 附 則 

（公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例） （公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

３ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第３５条第３項に規定す

る公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除

額（年齢６５歳以上である者に係るものに限る。）の控除を受けた場合

における第２３条   の規定の適用については、同条第１項中「法第

７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるの

は「法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額（所得税法第３５条

第３項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第２項第１号

の規定によって計算した金額から１５万円を控除した金額によるものと

する。）及び山林所得金額」と、「１，１００，０００円」とあるのは

３ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第３５条第３項に規定す

る公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除

額（年齢６５歳以上である者に係るものに限る。）の控除を受けた場合

における第２３条第１項の規定の適用については、同項   中「法第

７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるの

は「法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額（所得税法第３５条

第３項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第２項第１号

の規定によって計算した金額から１５万円を控除した金額によるものと

する。）及び山林所得金額」と、「１，１００，０００円」とあるのは
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「１，２５０，０００円」とする。 「１，２５０，０００円」とする。 

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３３条の２第５項の配当所得等を有する場合に

おける第３条、第６条、第８条及び第２３条の   規定の適用につい

ては、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当

所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２

項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配

当所得等の金額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の２第５項に規定する上場

株式等に係る配当所得等の金額」とする。 

４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３３条の２第５項の配当所得等を有する場合に

おける第３条、第６条、第８条及び第２３条第１項の規定の適用につい

ては、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当

所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２

項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配

当所得等の金額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の２第５項に規定する上場

株式等に係る配当所得等の金額」とする。 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） （長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

５ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３４条第４項の譲渡所得を有する場合における

第３条、第６条、第８条及び第２３条の   規定の適用については、

第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡

所得の金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４

第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４

条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第

１項又は第３６条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用によ

り同法第３１条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額

を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」

という。）の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「及び山林所得

５ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３４条第４項の譲渡所得を有する場合における

第３条、第６条、第８条及び第２３条第１項の規定の適用については、

第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡

所得の金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４

第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４

条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第

１項又は第３６条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用によ

り同法第３１条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額

を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」

という。）の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「及び山林所得
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金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲

渡所得の金額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３４条第４項に規定する長

期譲渡所得の金額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則第３４条第４項に規定する長期譲

渡所得の金額」とする。 

金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲

渡所得の金額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３４条第４項に規定する長

期譲渡所得の金額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則第３４条第４項に規定する長期譲

渡所得の金額」とする。 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３５条の２第５項の一般株式等に係る譲渡所得

等を有する場合における第３条、第６条、第８条及び第２３条の＿＿＿

規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２第５項に規定する一般

株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第

３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条の２第５項に規定する一

般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第２３条第１項中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２第５

項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３５条の２第５項の一般株式等に係る譲渡所得

等を有する場合における第３条、第６条、第８条及び第２３条第１項の

規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２第５項に規定する一般

株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第

３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条の２第５項に規定する一

般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第２３条第１項中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２第５

項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３５条の２の２第５項の上場株式等に係る譲渡

所得等を有する場合における第３条、第６条、第８条及び第２３条の＿

＿ 規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２の２第５項に規定

する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるの

は「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３５条の２の２第５項の上場株式等に係る譲渡

所得等を有する場合における第３条、第６条、第８条及び第２３条第１

項の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２の２第５項に規定

する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるの

は「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

-22-



とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条の２の２第５項

に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第２３条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３

５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と

する。 

とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条の２の２第５項

に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第２３条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３

５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と

する。 

（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３５条の４第４項の事業所得、譲渡所得又は雑

所得を有する場合における第３条、第６条、第８条及び第２３条の＿＿

＿規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の４第４項に規定する先

物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３

１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条の４第４項に規定する先物

取引に係る雑所得等の金額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の４第４項に

規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同

一世帯所属者が法附則第３５条の４第４項の事業所得、譲渡所得又は雑

所得を有する場合における第３条、第６条、第８条及び第２３条第１項

の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の４第４項に規定する先

物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３

１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条の４第４項に規定する先物

取引に係る雑所得等の金額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の４第４項に

規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１０ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第３３条の３第５項の事業所得又は雑所得を有

する場合における第３条、第６条、第８条及び第２３条の＿＿＿規定の

適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係

る事業所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の

２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る

１０ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第３３条の３第５項の事業所得又は雑所得を有

する場合における第３条、第６条、第８条及び第２３条第１項の規定の

適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係

る事業所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の

２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る
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事業所得等の金額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の３第５項に規定する土

地等に係る事業所得等の金額」とする。 

事業所得等の金額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の３第５項に規定する土

地等に係る事業所得等の金額」とする。 

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） （条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方

税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約

等実施特例法」という。）第３条の２の２第１０項に規定する条約適用

利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有

する場合における第３条、第６条、第８条及び第２３条の＿＿＿規定の

適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条

第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う

所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法

律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２

第１０項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第３１４条の２

第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所

得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する

条約適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第３

条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額」と、第２３条第１

項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条

約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の

額」とする。 

１３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方

税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約

等実施特例法」という。）第３条の２の２第１０項に規定する条約適用

利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有

する場合における第３条、第６条、第８条及び第２３条第１項の規定の

適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条

第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う

所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法

律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２

第１０項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第３１４条の２

第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所

得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する

条約適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第３

条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額」と、第２３条第１

項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条

約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の

額」とする。 

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） （条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 
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１４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定

する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合

における第３条、第６条、第８条及び第２３条の＿＿＿規定の適用につ

いては、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」

とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税

法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４

６号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１２

項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第３１４条の２第２

項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金

額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約

適用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第３条の２

の２第１２項に規定する条約適用配当等の額」と、第２３条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等

実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等の額」と 

する。 

１４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定

する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合

における第３条、第６条、第８条及び第２３条第１項の規定の適用につ

いては、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」

とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税

法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４

６号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１２

項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第３１４条の２第２

項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金

額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約

適用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第３条の２

の２第１２項に規定する条約適用配当等の額」と、第２３条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等

実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等の額」と

する。 
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袖ケ浦市印鑑条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

（印鑑登録証明の申請） （印鑑登録証明の申請） 

第１２条 （略） 第１２条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７

項に規定する個人番号カード（電子署名等に係る地方公共団体情報シス

テム機構の認証業務に関する法律（平成１４年法律第１５３号。以下こ

の項において「公的個人認証法」という。）第３条第１項に規定する個

人番号カード用署名用電子証明書又は同法第２２条第１項に規定する個

人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているもの＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿に限る。）

又は移動端末設備（電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第１２

条の２第４項第２号ロに規定する移動端末設備であって公的個人認証法

第３５条の２第１項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書

が記録されているものに限る。）を利用して印鑑登録証明を受けようと

するときは、利用者自らが電子情報処理組織（袖ケ浦市行政手続等にお

ける情報通信の技術の利用に関する条例（平成２１年条例第１号）第３

条第１項に規定する電子情報処理組織をいう。）に暗証番号その他必要

な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請することが

できる。 

２ 前項の規定にかかわらず、行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７

項に規定する個人番号カード（電子署名等に係る地方公共団体情報シス

テム機構の認証業務に関する法律（平成１４年法律第１５３号＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）第２２条第１項の利用者証

明用電子証明書＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿が記録されているもので、同法

第３８条第１項の規定による確認を受けることができるものに限る。）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿を利用して印鑑登録証明を受けようと

するときは、利用者自らが本市の電子計算機と電気通信回線で接続され

た端末機＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿に暗証番号その他必要

な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請することが

できる。 
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第１条 袖ケ浦市福祉作業所の設置及び管理に関する条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

（利用料金） （利用料金） 

第１１条 福祉作業所を利用する者（以下「利用者」という。）は、利用料

金として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を指定管理

者に支払うものとする。 

第１１条 福祉作業所を利用する者（以下「利用者」という。）は、利用料

金として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を指定管理

者に支払うものとする。 

(1) 生活介護又は就労継続支援Ｂ型 支援法第２９条第３項第１号に規

定する主務大臣＿＿が定める基準により算定した費用の額 

(1) 生活介護又は就労継続支援Ｂ型 支援法第２９条第３項第１号に規

定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 

(2) （略） (2) （略） 

２ （略） ２ （略） 
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第２条 袖ケ浦市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

（利用定員） （利用定員） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設の区分

に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を

定めるものとする。ただし、法第１９条第３号＿＿＿に掲げる小学校就

学前子どもの区分にあっては、満１歳に満たない小学校就学前子ども及

び満１歳以上の小学校就学前子どもに区分して定めるものとする。 

２ 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設の区分

に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を

定めるものとする。ただし、法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就

学前子どもの区分にあっては、満１歳に満たない小学校就学前子ども及

び満１歳以上の小学校就学前子どもに区分して定めるものとする。 

(1) 認定こども園 法第１９条各号＿＿＿に掲げる小学校就学前子ど

もの区分 

(1) 認定こども園 法第１９条第１項各号に掲げる小学校就学前子ど

もの区分 

(2) 幼稚園 法第１９条第１号＿＿＿に掲げる小学校就学前子どもの

区分 

(2) 幼稚園 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもの

区分 

(3) 保育所 法第１９条第２号＿＿＿に掲げる小学校就学前子どもの

区分及び同条第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

(3) 保育所 法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもの

区分及び同項第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項に

おいて同じ。）は、利用の申込みに係る法第１９条第１号＿＿＿に掲げ

る小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用して

いる同号＿＿＿＿＿＿＿＿＿に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもの数の総数が、当該特定教育・保育施設の同号

＿＿＿＿＿＿＿＿＿に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員

の数を超える場合においては、抽選、申込みを受けた順序により決定す

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項に

おいて同じ。）は、利用の申込みに係る法第１９条第１項第１号に掲げ

る小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用して

いる法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもの数の総数が、当該特定教育・保育施設の法第

１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員

の数を超える場合においては、抽選、申込みを受けた順序により決定す
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る方法、当該特定教育・保育施設の設置者の教育・保育に関する理念、

基本方針等に基づく選考その他公正な方法により選考しなければならな

い。 

る方法、当該特定教育・保育施設の設置者の教育・保育に関する理念、

基本方針等に基づく選考その他公正な方法により選考しなければならな

い。 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項に

おいて同じ。）は、利用の申込みに係る法第１９条第２号＿＿＿又は第

３号に掲げる小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現

に利用している同条第２号＿＿＿＿＿＿又は第３号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数の総数が、当該特定

教育・保育施設の同条第２号＿＿＿＿＿＿又は第３号に掲げる小学校就

学前子どもの区分に係る利用定員の数を超える場合においては、教育・

保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、

保育を受ける必要性が高いと認められる教育・保育給付認定子どもが優

先的に利用できるよう、選考するものとする。 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項に

おいて同じ。）は、利用の申込みに係る法第１９条第１項第２号又は第

３号に掲げる小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現

に利用している法第１９条第１項第２号又は第３号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数の総数が、当該特定

教育・保育施設の法第１９条第１項第２号又は第３号に掲げる小学校就

学前子どもの区分に係る利用定員の数を超える場合においては、教育・

保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、

保育を受ける必要性が高いと認められる教育・保育給付認定子どもが優

先的に利用できるよう、選考するものとする。 

４・５ （略） ４・５ （略） 

（あっせん、調整及び要請に対する協力） （あっせん、調整及び要請に対する協力） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項に

おいて同じ。）は、法第１９条第２号＿＿＿又は第３号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る当該特定教

育・保育施設の利用について児童福祉法第２４条第３項（同法附則第７

３条第１項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定によ

り市が行う調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項に

おいて同じ。）は、法第１９条第１項第２号又は第３号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る当該特定教

育・保育施設の利用について児童福祉法第２４条第３項（同法附則第７

３条第１項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定によ

り市が行う調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 

（受給資格等の確認） （受給資格等の確認） 

第８条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求められた場合

は、必要に応じて、教育・保育給付認定保護者の提示する支給認定証

第８条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求められた場合

は、必要に応じて、教育・保育給付認定保護者の提示する支給認定証
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（教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合に

あっては、子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４

号）第７条第２項の規定による通知）によって、教育・保育給付認定の

有無、教育・保育給付認定子どもの該当する法第１９条各号＿＿＿に掲

げる小学校就学前子どもの区分、教育・保育給付認定の有効期間及び保

育必要量等を確かめるものとする。 

（教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合に

あっては、子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４

号）第７条第２項の規定による通知）によって、教育・保育給付認定の

有無、教育・保育給付認定子どもの該当する法第１９条第１項各号に掲

げる小学校就学前子どもの区分、教育・保育給付認定の有効期間及び保

育必要量等を確かめるものとする。 

（利用者負担額等の受領） （利用者負担額等の受領） 

第１３条 （略） 第１３条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 特定教育・保育施設は、前３項の支払を受ける額のほか、特定教育・

保育において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額

の支払を教育・保育給付認定保護者から受けることができる。 

４ 特定教育・保育施設は、前３項の支払を受ける額のほか、特定教育・

保育において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額

の支払を教育・保育給付認定保護者から受けることができる。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 食事の提供（次に掲げるものを除く。）に要する費用 (3) 食事の提供（次に掲げるものを除く。）に要する費用 

ア 次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子

どものうち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給

付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算

額がそれぞれ（ア）又は（イ）に定める金額未満であるものに対す

る副食の提供 

ア 次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子

どものうち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給

付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算

額がそれぞれ（ア）又は（イ）に定める金額未満であるものに対す

る副食の提供 

（ア） 法第１９条第１号＿＿＿に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ども ７万７，１０１円 

（ア） 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ども ７万７，１０１円 

（イ） 法第１９条第２号＿＿＿に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子ど

もを除く。イ（イ）において同じ。） ５万７，７００円（令第

４条第２項第６号に規定する特定教育・保育給付認定保護者並び

（イ） 法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子ど

もを除く。イ（イ）において同じ。） ５万７，７００円（令第

４条第２項第６号に規定する特定教育・保育給付認定保護者並び
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に当該教育・保育給付認定子どもより年長の特定被監護者等（令

第１４条に規定する特定被監護者等をいう。）がいる教育・保育

給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯

に属する者にあっては、７万７，１０１円） 

に当該教育・保育給付認定子どもより年長の特定被監護者等（令

第１４条に規定する特定被監護者等をいう。）がいる教育・保育

給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯

に属する者にあっては、７万７，１０１円） 

イ 次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子

どものうち、負担額算定基準子ども又は小学校第三学年修了前子ど

も（小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の

第一学年から第三学年までに在籍する子どもをいう。以下イにおい

て同じ。）が同一の世帯に３人以上いる場合にそれぞれ（ア）又は

（イ）に定める者に該当するものに対する副食の提供（ア）に該当

するものを除く。） 

イ 次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子

どものうち、負担額算定基準子ども又は小学校第三学年修了前子ど

も（小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の

第一学年から第三学年までに在籍する子どもをいう。以下イにおい

て同じ。）が同一の世帯に３人以上いる場合にそれぞれ（ア）又は

（イ）に定める者に該当するものに対する副食の提供（ア）に該当

するものを除く。） 

（ア） 法第１９条第１号＿＿＿に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小

学校第三学年修了前子ども（そのうち最年長者及び２番目の年長

者である者を除く。）である者 

（ア） 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小

学校第三学年修了前子ども（そのうち最年長者及び２番目の年長

者である者を除く。）である者 

（イ） 法第１９条第２号＿＿＿に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども（その

うち最年長者及び２番目の年長者である者を除く。）である者 

（イ） 法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども（その

うち最年長者及び２番目の年長者である者を除く。）である者 

ウ （略） ウ （略） 

(4)・(5) （略） (4)・(5) （略） 

５・６ （略） ５・６ （略） 

（特定教育・保育の取扱方針） （特定教育・保育の取扱方針） 

第１５条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ

て、それぞれ当該各号に定めるものにより、小学校就学前子どもの心身

の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければならな

第１５条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ

て、それぞれ当該各号に定めるものにより、小学校就学前子どもの心身

の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければならな

-31-



い。 い。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 幼稚園 幼稚園教育要領（学校教育法（昭和２２年法律第２６

号）第２５条第１項の規定により文部科学大臣が定める幼稚園の教育

課程その他の教育内容に関する事項をいう。） 

(3) 幼稚園 幼稚園教育要領（学校教育法（昭和２２年法律第２６

号）第２５条＿＿＿の規定により文部科学大臣が定める幼稚園の教育

課程その他の教育内容に関する事項をいう。） 

(4) 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年

厚生省令第６３号）第３５条の規定により保育所における保育の内容

について内閣総理大臣が定める指針 

(4) 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年

厚生省令第６３号）第３５条の規定により保育所における保育の内容

について厚生労働大臣が定める指針 

２ （略） ２ （略） 

（運営規程） （運営規程） 

第２０条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の運営についての重要

事項に関する規程（第２３条において「運営規程」という。）を定めて

おかなければならない。 

第２０条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の運営についての重要

事項に関する規程（第２３条において「運営規程」という。）を定めて

おかなければならない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 特定教育・保育の提供を行う日（法第１９条第１号＿＿＿に掲げ

る小学校就学前子どもの区分に係る利用定員を定めている施設にあっ

ては、学期を含む。以下この号において同じ。）及び時間並びに特定

教育・保育の提供を行わない日 

(4) 特定教育・保育の提供を行う日（法第１９条第１項第１号に掲げ

る小学校就学前子どもの区分に係る利用定員を定めている施設にあっ

ては、学期を含む。以下この号において同じ。）及び時間並びに特定

教育・保育の提供を行わない日 

(5)～(11) （略） (5)～(11) （略） 

（特別利用保育の基準） （特別利用保育の基準） 

第３５条 特定教育・保育施設（保育所に限る。以下この条において同

じ。）が法第１９条第１号＿＿＿に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもに対し特別利用保育を提供する場合には、

法第３４条第１項第３号に規定する基準を遵守しなければならない。 

第３５条 特定教育・保育施設（保育所に限る。以下この条において同

じ。）が法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもに対し特別利用保育を提供する場合には、

法第３４条第１項第３号に規定する基準を遵守しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供する場 ２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供する場
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合には、当該特別利用保育に係る法第１９条第１号＿＿＿に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数及び当該特定

教育・保育施設を現に利用している同条第２号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数の総数が、第４条第２項

第３号の規定により定められた法第１９条第２号＿＿＿に掲げる小学校

就学前子どもに係る利用定員の数を超えないものとする。 

合には、当該特別利用保育に係る法第１９条第１項第１号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数及び当該特定

教育・保育施設を現に利用している同項第２号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数の総数が、第４条第２項

第３号の規定により定められた法第１９条第１項第２号に掲げる小学校

就学前子どもに係る利用定員の数を超えないものとする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用保育を提供する

場合には、特定教育・保育には特別利用保育を、施設型給付費には特例

施設型給付費（法第２８条第１項の特例施設型給付費をいう。次条第３

項において同じ。）を、それぞれ含むものとして、前節（第６条第３項

及び第７条第２項を除く。）の規定を適用する。この場合において、第

６条第２項中「特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。

以下この項において同じ。）」とあるのは「特定教育・保育施設（特別

利用保育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。）」

と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに＿＿＿＿＿＿＿＿＿該当する

教育・保育給付認定子ども」とあるのは「同条第１号又は＿＿＿＿＿＿

第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもの＿＿＿＿＿＿＿＿＿区分

に係る利用定員の数」とあるのは「同条第２号＿＿＿＿＿＿に掲げる小

学校就学前子どもの区分に係る利用定員の数」と、第１３条第２項中

「法第２７条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第２８条第２項

第２号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条

第４項第３号イ（ア）中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教

育・保育給付認定子ども（特別利用保育を受ける者を除く。）」と、同

号イ（イ）中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用保育を提供する

場合には、特定教育・保育には特別利用保育を、施設型給付費には特例

施設型給付費（法第２８条第１項の特例施設型給付費をいう。次条第３

項において同じ。）を、それぞれ含むものとして、前節（第６条第３項

及び第７条第２項を除く。）の規定を適用する。この場合において、第

６条第２項中「特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。

以下この項において同じ。）」とあるのは「特定教育・保育施設（特別

利用保育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。）」

と、「法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども」とあるのは「法第１９条第１項第１号又は

第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も」と、「法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもの区分

に係る利用定員の数」とあるのは「法第１９条第１項第２号に掲げる小

学校就学前子どもの区分に係る利用定員の数」と、第１３条第２項中

「法第２７条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第２８条第２項

第２号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条

第４項第３号イ（ア）中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教

育・保育給付認定子ども（特別利用保育を受ける者を除く。）」と、同

号イ（イ）中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給
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付認定子ども（特別利用保育を受ける者を含む。）」とする。 付認定子ども（特別利用保育を受ける者を含む。）」とする。 

（特別利用教育の基準） （特別利用教育の基準） 

第３６条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。以下この条において同

じ。）が法第１９条第２号＿＿＿に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもに対し、特別利用教育を提供する場合に

は、法第３４条第１項第２号に規定する基準を遵守しなければならな

い。 

第３６条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。以下この条において同

じ。）が法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもに対し、特別利用教育を提供する場合に

は、法第３４条第１項第２号に規定する基準を遵守しなければならな

い。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供する場

合には、当該特別利用教育に係る法第１９条第２号＿＿＿に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数及び当該特定

教育・保育施設を現に利用している同条第１号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数の総数が、第４条第２項

第２号の規定により定められた法第１９条第１号＿＿＿に掲げる小学校

就学前子どもに係る利用定員の数を超えないものとする。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供する場

合には、当該特別利用教育に係る法第１９条第１項第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数及び当該特定

教育・保育施設を現に利用している同項第１号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数の総数が、第４条第２項

第２号の規定により定められた法第１９条第１項第１号に掲げる小学校

就学前子どもに係る利用定員の数を超えないものとする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用教育を提供する

場合には、特定教育・保育には特別利用教育を、施設型給付費には特例

施設型給付費を、それぞれ含むものとして、前節（第６条第３項及び第

７条第２項を除く。）の規定を適用する。この場合において、第６条第

２項中「利用の申込みに係る法第１９条第１号＿＿＿に掲げる小学校就

学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第１９条第２号＿＿＿

に掲げる小学校就学前子ども」と、「同号＿＿＿＿＿＿＿＿＿に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」とあるのは

「同条第１号又は＿＿＿＿＿＿第２号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ども」と、第１３条第２項中「法第２７条

第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第２８条第２項第３号の内閣

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用教育を提供する

場合には、特定教育・保育には特別利用教育を、施設型給付費には特例

施設型給付費を、それぞれ含むものとして、前節（第６条第３項及び第

７条第２項を除く。）の規定を適用する。この場合において、第６条第

２項中「利用の申込みに係る法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就

学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第１９条第１項第２号

に掲げる小学校就学前子ども」と、「法第１９条第１項第１号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」とあるのは

「法第１９条第１項第１号又は第２号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ども」と、第１３条第２項中「法第２７条

第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第２８条第２項第３号の内閣
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総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項第３号

イ（ア）中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付

認定子ども（特別利用教育を受ける者を含む。）」と、同号イ（イ）中

「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども

（特別利用保育を受ける者を除く。）」とする。 

総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項第３号

イ（ア）中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付

認定子ども（特別利用教育を受ける者を含む。）」と、同号イ（イ）中

「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども

（特別利用保育を受ける者を除く。）」とする。 

第３７条 （略） 第３７条 （略） 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種類及び当該特定地域型

保育の種類に係る特定地域型保育事業を行う事業所（以下「特定地域型

保育事業所」という。）ごとに、法第１９条第３号＿＿＿に掲げる小学

校就学前子どもに係る利用定員（事業所内保育事業を行う事業所にあっ

ては、家庭的保育事業等条例第４２条の規定を踏まえ、その雇用する労

働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業所内保育事

業を自ら施設を設置して行う事業主に係る当該小学校就学前子ども（当

該事業所内保育事業が、事業主団体に係るものにあっては事業主団体の

構成員である事業主の雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもと

し、共済組合等（児童福祉法第６条の３第１２項第１号ハに規定する共

済組合等をいう。）に係るものにあっては共済組合等の構成員（児童福

祉法第６条の３第１２項第１号ハに規定する共済組合等の構成員をい

う。）の監護する小学校就学前子どもとする。）及びその他の小学校就

学前子どもごとに定める法第１９条第３号＿＿＿に掲げる小学校就学前

子どもに係る利用定員とする。）を、満１歳に満たない小学校就学前子

どもと満１歳以上の小学校就学前子どもに区分して定めるものとする。 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種類及び当該特定地域型

保育の種類に係る特定地域型保育事業を行う事業所（以下「特定地域型

保育事業所」という。）ごとに、法第１９条第１項第３号に掲げる小学

校就学前子どもに係る利用定員（事業所内保育事業を行う事業所にあっ

ては、家庭的保育事業等条例第４２条の規定を踏まえ、その雇用する労

働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業所内保育事

業を自ら施設を設置して行う事業主に係る当該小学校就学前子ども（当

該事業所内保育事業が、事業主団体に係るものにあっては事業主団体の

構成員である事業主の雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもと

し、共済組合等（児童福祉法第６条の３第１２項第１号ハに規定する共

済組合等をいう。）に係るものにあっては共済組合等の構成員（児童福

祉法第６条の３第１２項第１号ハに規定する共済組合等の構成員をい

う。）の監護する小学校就学前子どもとする。）及びその他の小学校就

学前子どもごとに定める法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前

子どもに係る利用定員とする。）を、満１歳に満たない小学校就学前子

どもと満１歳以上の小学校就学前子どもに区分して定めるものとする。 

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第３９条 （略） 第３９条 （略） 

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第１９条第３号＿＿ ２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第１９条第１項第３
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＿に掲げる小学校就学前子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利

用している満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子ども

を除く。以下この章において同じ。）の数の総数が、当該特定地域型保

育事業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の数

を超える場合においては、教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の

程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められ

る満３歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するもの

とする。 

号に掲げる小学校就学前子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利

用している満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子ども

を除く。以下この章において同じ。）の数の総数が、当該特定地域型保

育事業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の数

を超える場合においては、教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の

程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められ

る満３歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するもの

とする。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

（特定地域型保育の取扱方針） （特定地域型保育の取扱方針） 

第４４条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関す

る基準第３５条の規定により保育所における保育の内容について内閣総

理大臣が定める指針に準じ、それぞれの事業の特性に留意して、小学校

就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定地域型保育の提供を適切に

行わなければならない。 

第４４条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関す

る基準第３５条の規定により保育所における保育の内容について厚生労

働大臣が定める指針に準じ、それぞれの事業の特性に留意して、小学校

就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定地域型保育の提供を適切に

行わなければならない。 

（特別利用地域型保育の基準） （特別利用地域型保育の基準） 

第５１条 特定地域型保育事業者が法第１９条第１号＿＿＿に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用地

域型保育を提供する場合には、家庭的保育事業等条例を遵守しなければ

ならない。 

第５１条 特定地域型保育事業者が法第１９条第１項第１号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用地

域型保育を提供する場合には、家庭的保育事業等条例を遵守しなければ

ならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提

供する場合には、当該特別利用地域型保育に係る法第１９条第１号＿＿

＿に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの

数及び特定地域型保育事業所を現に利用している満３歳未満保育認定子

ども（次条第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあ

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提

供する場合には、当該特別利用地域型保育に係る法第１９条第１項第１

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの

数及び特定地域型保育事業所を現に利用している満３歳未満保育認定子

ども（次条第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあ
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っては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第１９条第２号＿＿＿

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含

む。）の数の総数が、第３７条第２項の規定により定められた利用定員

の数を超えないものとする。 

っては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第１９条第１項第２号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含

む。）の数の総数が、第３７条第２項の規定により定められた利用定員

の数を超えないものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育を

提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型

保育給付費には特例地域型保育給付費（法第３０条第１項の特例地域型

保育給付費をいう。次条第３項において同じ。）を、それぞれ含むもの

として、この章（第４０条第２項を除き、前条において準用する第８条

から第１４条まで（第１０条及び第１３条を除く。）、第１７条から第

１９条まで及び第２３条から第３３条までを含む。次条第３項において

同じ。）の規定を適用する。この場合において、第３９条第２項中「利

用の申込みに係る法第１９条第３号＿＿＿に掲げる小学校就学前子ど

も」とあるのは「利用の申込みに係る法第１９条第１号＿＿＿に掲げる

小学校就学前子ども」と、「満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以

上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。）」とあるのは

「同条第１号又は＿＿＿＿＿＿第３号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ども（第５２条第１項の規定により特定利

用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対

象となる法第１９条第２号＿＿＿に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもを含む。）」と、「同号」とあるのは「同

条第３号」と、「教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び

家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳

未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、

申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域型保育事業者の

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育を

提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型

保育給付費には特例地域型保育給付費（法第３０条第１項の特例地域型

保育給付費をいう。次条第３項において同じ。）を、それぞれ含むもの

として、この章（第４０条第２項を除き、前条において準用する第８条

から第１４条まで（第１０条及び第１３条を除く。）、第１７条から第

１９条まで及び第２３条から第３３条までを含む。次条第３項において

同じ。）の規定を適用する。この場合において、第３９条第２項中「利

用の申込みに係る法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前子ど

も」とあるのは「利用の申込みに係る法第１９条第１項第１号に掲げる

小学校就学前子ども」と、「満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以

上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。）」とあるのは

「法第１９条第１項第１号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子ども（第５２条第１項の規定により特定利

用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対

象となる法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもを含む。）」と＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿、「教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び

家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳

未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、

申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域型保育事業者の
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保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により」

と、第４３条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教

育・保育給付認定保護者（特別利用地域型保育の対象となる法第１９条

第１号＿＿＿に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。）」と、同条第２項

中「法第２９条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２

項第２号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同

条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、同条第４項中「前３項」

とあるのは「前２項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び

食事の提供（第１３条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に

要する費用」と、同条第５項中「前各項」とあるのは「前３項」とす

る。 

保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により」

と、第４３条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教

育・保育給付認定保護者（特別利用地域型保育の対象となる法第１９条

第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。）」と、同条第２項

中「法第２９条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２

項第２号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同

条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、同条第４項中「前３項」

とあるのは「前２項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び

食事の提供（第１３条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に

要する費用」と、同条第５項中「前各項」とあるのは「前３項」とす

る。 

（特定利用地域型保育の基準） （特定利用地域型保育の基準） 

第５２条 特定地域型保育事業者が法第１９条第２号＿＿＿に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特定利用地

域型保育を提供する場合には、家庭的保育事業等条例を遵守しなければ

ならない。 

第５２条 特定地域型保育事業者が法第１９条第１項第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特定利用地

域型保育を提供する場合には、家庭的保育事業等条例を遵守しなければ

ならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を提

供する場合には、当該特定利用地域型保育に係る法第１９条第２号＿＿

＿に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの

数及び特定地域型保育事業所を現に利用している同条第３号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（前条第１項の

規定により特別利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特別利

用地域型保育の対象となる法第１９条第１号＿＿＿に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）の数の総数

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を提

供する場合には、当該特定利用地域型保育に係る法第１９条第１項第２

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの

数及び特定地域型保育事業所を現に利用している同項第３号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（前条第１項の

規定により特別利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特別利

用地域型保育の対象となる法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）の数の総数
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が、第３７条第２項の規定により定められた利用定員の数を超えないも

のとする。 

が、第３７条第２項の規定により定められた利用定員の数を超えないも

のとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特定利用地域型保育を

提供する場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育を、地域型

保育給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、こ

の章の規定を適用する。この場合において、第４３条第１項中「教育・

保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特定利

用地域型保育の対象となる法第１９条第２号＿＿＿に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認

定子どもに限る。）に係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」と、

同条第２項中「法第２９条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第

３０条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の

額」と、同条第４項中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事

の提供（特定利用地域型保育の対象となる特定満３歳以上保育認定子ど

もに対するもの及び満３歳以上保育認定子ども（令第４条第１項第２号

に規定する満３歳以上保育認定こどもをいう。）に係る第１３条第４項

第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」とする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特定利用地域型保育を

提供する場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育を、地域型

保育給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、こ

の章の規定を適用する。この場合において、第４３条第１項中「教育・

保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特定利

用地域型保育の対象となる法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認

定子どもに限る。）に係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」と、

同条第２項中「法第２９条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第

３０条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の

額」と、同条第４項中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事

の提供（特定利用地域型保育の対象となる特定満３歳以上保育認定子ど

もに対するもの及び満３歳以上保育認定子ども（令第４条第１項第２号

に規定する満３歳以上保育認定こどもをいう。）に係る第１３条第４項

第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」とする。 
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第３条 袖ケ浦市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

（保育の内容） （保育の内容） 

第２５条 家庭的保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

（昭和２３年厚生省令第６３号）第３５条に規定する内閣総理大臣が定め

る指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する乳幼児の心身

の状況等に応じた保育を提供しなければならない。 

第２５条 家庭的保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

（昭和２３年厚生省令第６３号）第３５条に規定する厚生労働大臣が定め

る指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する乳幼児の心身

の状況等に応じた保育を提供しなければならない。 
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袖ケ浦市火災予防条例新旧対照表 

改 正 後 現 行 

（急速充電設備） （急速充電設備） 

第１１条の２ 急速充電設備（電気を設備内部で変圧して、電気自動車等

（電気を動力源とする自動車、原動機付自転車、船舶、航空機その他こ

れらに類するものをいう。以下同じ。）にコネクター（充電用ケーブル

を電気自動車等に接続するためのものをいう。以下同じ。）を用いて＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿充電する設備（全出力２０キロワット以下のものを

除く。）をいい、分離型のもの（変圧する機能を有する設備本体及び充

電ポスト（コネクター及び充電用ケーブルを収納する設備で、変圧する

機能を有しないものをいう。以下同じ。）により構成されるものをい

う。以下同じ。）にあっては、充電ポストを含む。以下同じ。）の位

置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。 

第１１条の２ 急速充電設備（電気を設備内部で変圧して、電気自動車等

（電気を動力源とする自動車等（道路交通法（昭和３５年法律第１０５

号）第２条第１項第９号に規定する自動車又は同項第１０号に規定する

原動機付自転車をいう。第１２号において同じ。）をいう。以下この条

において同じ。）に充電する設備（全出力２０キロワット以下のもの及

び全出力２００キロワットを超えるものを除く。）をいう＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。以下同じ。）の位

置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。 

(1) 急速充電設備（全出力５０キロワット以下のもの及び消防長が認

める延焼を防止するための措置が講じられているものを除く。）を屋

外に設ける場合にあっては、建築物から３メートル以上の距離を保つ

こと。ただし、次に掲げるものにあっては  

、この限りでない。 

(1) 急速充電設備（全出力５０キロワット以下のもの及び消防長が認

める延焼を防止するための措置が講じられているものを除く。）を屋

外に設ける場合にあっては、建築物から３メートル以上の距離を保つ

こと。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないも

のに面するときは、この限りでない。 

ア 不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面する

もの 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿ 

イ 分離型のものにあっては、充電ポスト ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(2) その筐体は不燃性の金属材料で造ること。ただし、分離型のもの

の充電ポストにあっては、この限りでない。 

(2) その筐体は不燃性の金属材料で造ること。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

(6) コネクター＿と電気自動車等が確実に接続されていない場合に (6) 急速充電設備と電気自動車等が確実に接続されていない場合に
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は、充電を開始しない措置を講ずること。 は、充電を開始しない措置を講ずること。 

(7) コネクターが電気自動車等に接続され、電圧が印加されている場

合には、当該コネクターが当該電気自動車等から外れないようにする

措置を講ずること。 

(7) 急速充電設備と電気自動車等の接続部に電圧が印加されている場

合には、当該接続部が＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿外れないようにする

措置を講ずること。 

(8)～(10) （略） (8)～(10) （略） 

(11) 急速充電設備を手動で緊急に停止することができる装置を、当該

急速充電設備の利用者が異常を認めたときに、速やかに操作すること

ができる箇所に設けること。 

(11) 急速充電設備を手動で緊急停止させることができる措置を講ずる

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿こと。 

(12) 急速充電設備と電気自動車等の衝突を防止する措置を講ずるこ

と。 

(12) 自動車等＿＿＿＿＿＿＿＿＿の衝突を防止する措置を講ずるこ

と。 

(13) コネクター＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿について、操作に伴う不時の

落下を防止する措置を講ずること。ただし、コネクターに十分な強度

を有するものにあっては、この限りでない。 

(13) コネクター（充電用ケーブルを電気自動車等に接続するための部

分をいう。以下この号において同じ。）について、操作に伴う不時の

落下を防止する措置を講ずること。ただし、コネクターに十分な強度

を有するものにあっては、この限りでない。 

(14)・(15) （略） (14)・(15) （略） 

(16) 急速充電設備のうち蓄電池を内蔵しているものにあっては、当該

蓄電池（主として保安のために設けるものを除く。）について次に掲

げる措置を講ずること。 

(16) 急速充電設備のうち蓄電池を内蔵しているものにあっては、当該

蓄電池＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿について次に掲

げる措置を講ずること。 

ア～エ （略） ア～エ （略） 

(17) 急速充電設備のうち分離型のものにあっては、充電ポストに蓄電

池（主として保安のために設けるものを除く。）を内蔵しないこと。 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(18) （略） (17) （略） 

(19) （略） (18) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（避雷設備） （避雷設備） 

第１６条 避雷設備の位置及び構造は、消防長が指定する日本産業規格 第１６条 避雷設備の位置及び構造は、消防長が指定する日本産業規格
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（産業標準化法（昭和２４年法律第１８５号）第２０条第１項の日本産

業規格をいう。以下同じ。）に適合するものとしなければならない。 

（産業標準化法（昭和２４年法律第１８５号）第２０条第１項の日本産

業規格をいう。＿＿＿＿＿）に適合するものとしなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

（喫煙等） （喫煙等） 

第２３条 （略） 第２３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

３ 前項の場合において、併せて図記号による標識を設けるときは、別表

第７に定めるものとしなければならない。 

３ 第１項の消防長が指定する場所（同項第３号に掲げる場所を除く。）

を有する防火対象物の関係者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次の各号に定める措置を講じなければならない。 

４ 第１項の消防長が指定する場所（同項第３号に掲げる場所を除く。）

を有する防火対象物の関係者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次の各号に定める措置を講じなければならない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 適当な数の吸殻容器を設けた喫煙

所の設置及び当該喫煙所における「喫煙所」と表示した標識の設置

（健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第３３条第２項に規定す

る喫煙専用室標識を設ける場合においてはこの限りでない。） 

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 適当な数の吸殻容器を設けた喫煙

所の設置及び当該喫煙所における「喫煙所」と表示した標識の設置

（併せて図記号による標識を設けるときは、別表第７に定めるものと

しなければならない。）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

４ 第２項又は前項第２号に規定する標識と併せて図記号による標識を設

けるときは、「禁煙」又は「火気厳禁」と表示した標識と併せて設ける

図記号にあっては、国際標準化機構が定めた規格第７０１０号又は日本

産業規格Ｚ８２１０に適合するものとし、「喫煙所」と表示した標識と

併せて設ける図記号にあっては、国際標準化機構が定めた規格第７００

１号又は日本産業規格Ｚ８２１０に適合するものとしなければならな

い。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿ 

５ 第３項第２号に掲げる場合において、劇場等の喫煙所は、階ごとに客

席及び廊下（通行の用に供しない部分を除く。）以外の場所に設けなけ

ればならない。ただし、劇場等の一部の階において全面的に喫煙が禁止

５ 前項＿第２号に掲げる場合において、劇場等の喫煙所は、階ごとに客

席及び廊下（通行の用に供しない部分を除く。）以外の場所に設けなけ

ればならない。ただし、劇場等の一部の階において全面的に喫煙が禁止
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されている旨の標識の設置その他の当該階における全面的な喫煙の禁止

を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置を講じた場合

は、当該階において喫煙所を設けないことができる。 

されている旨の標識の設置その他の当該階における全面的な喫煙の禁止

を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置を講じた場合

は、当該階において喫煙所を設けないことができる。 

６・７ （略） ６・７ （略） 

別表第７ 削除 別表第７（第２３条関係） 

 表示の種類 図記号 色 

禁煙である旨の表示 

 

記号は黒、斜めの帯

及び枠は赤、地は白 

火気厳禁である旨の

表示 

 

記号は黒、斜めの帯

及び枠は赤、地は白 

喫煙所である旨の表

示 

 記号は黒、地は白 
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議案第７号資料 

 

赤 佐  享 亮 氏 略 歴 

 

（学 歴） 

 

（職 歴） 
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